
令和８年度令和８年度 ごみの正しい出し方
（裏面に「ごみの分別50音表」）
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祝日・振替休日の取扱について
　可燃ごみ…通常通り収集します。
　資源物Ⅰ・Ⅱ…収集は行いません。ただし2週続けて祝日の場合のみ別の曜日に臨時
　　　　　　　 収集を行います。詳しい日程は資源物（Ⅰ・Ⅱ）欄をご覧ください。
　埋立ごみ…当日の収集は行いません。翌週又は翌々週に振り替えて収集を行います。
※土曜日、日曜日及び12月31日から1月3日までは収集を行いません。

ごみステーションでは、日常生活で使用したもので、正しく分別された物のみを収集します。
ごみ収集日の朝8時30分までに出してください。
正しく分別して出しましょう。分別が適正な物のみを収集します。分別が不適正だったことが原因で収集
されなかった物は、出した人が責任をもって持ち帰りましょう。
45R以下、重さ10O以下で中身が確認できるビニール袋で出しましょう。中身の見えないビニール袋、
紙袋、土のう袋・肥料袋等に入れたごみや、二重袋になっているごみは収集しません。
地域で決められたごみステーションを利用しましょう。他地区のごみステーション利用はやめましょう。
また、事業所のごみはごみステーションへは出せません。
ごみステーションの清掃等管理は、利用している地域の人が行っています。利用しているのに清掃等管理
を行っていない人は、清掃等管理に参加しましょう。
引っ越しなどで生じた一時多量ごみは環境事務所に直接持ち込んでください。
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熊野町内の家庭及び事業所から生じた可燃ごみだけ搬入できます。

不法投棄は禁止されています!!

〈町 民 の 方〉写真付き身分証明書（運転免許証・マイナンバーカード等。お持ちでない方は保険証等）
〈事業所の方〉名刺又は事業用車両の車検証

①可燃ごみは、裏面の分別表で、可燃ごみの分類の出し方ルールに沿っていれば搬入できます。
②大型ごみの内、畳（半分に切る必要はありません。）、ふとん及びたんす等家具（必ず金属やガラス等を取
　り除く）は搬入できます。
③庭木等の枝や木切れは太さ15㎝、長さ150㎝、以下のものが搬入できます。（束にする必要はありません。）
④ビニール波板（金属は不可）は長さ150㎝以下で、釘等が付いていたら取り除く。
平日　8：30～12：00　13：00～16：30
土曜日、日曜日、国民の祝日・振替休日及び12月29日から1月3日は、受け付けていません。

広島大橋
安芸地区衛生施設管理組合

水尻
駅

坂駅
矢野駅JR呉線

海田大橋

広島熊野道路

至広島↑

至呉↓

至熊野
↓

坂町役場安芸クリーンセンター

持 参 物
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熊野町環境事務所（TEL 854-3813）に直接搬入する方法
（時間外の受付はしていないので、ご注意ください）

安芸クリーンセンター（TEL 885-2538）に直接搬入する方法
（時間外の受付はしていないので、ご注意ください）

持　参　物
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①正しく分別された、搬入可能な物のみ受付します。
②場内事故防止のため、指定駐車場所へ車を停めてから受付をしてください。
③庭木等の枝は太さ5㎝以下、長さ50㎝以下、直径30㎝以下の束で5束まで搬入できます。
④ビニール波板やトタンは長さ90㎝以下に切断又は折って6枚まで搬入できます。　
⑤台所ごみ等の 生ごみの搬入はできません。 安芸クリーンセンターへ搬入してください。
※環境事務所は廃棄物を処理施設へ搬出するまでの一時保管場所です。ご理解、ご協力お願いします。

平日、第2土曜日・第4日曜日
　　9：00～11：30　13：00～16：00
12月29日・12月30日 
　　9：00～11：30　13：00～15：00
土曜日（第2を除く）、日曜日（第4を除く）、
国民の祝日・振替休日及び12月31日から1月3日は、受け
付けていません。

〈町 民 の 方〉 写真付き身分証明書
　　　　　　（運転免許証・マイナンバーカード等）
〈事業所の方〉 名刺又は事業用車両の車検証

家電 4品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機）、パソコン、オイル類、化学薬品、ガスボンベ、瓦礫、瓦、金庫、草刈機（刈払機）、車椅子（電動）、建築廃材・建設廃材、
コンクリート物（物干台を除く）、在宅医療廃棄物（注射針・点滴針など鋭利なもの）、残土、自動販売機、自動車部品、消火器、シンナー類、スレート、石膏ボード、洗面台、タイヤ・タイヤチェーン、
たる木等、毒劇物およびその容器、土砂、塗料類、流し台、農機具、農業用ビニール類、農薬類、バイク、廃油・油脂類、爆発物、バッテリー、ピアノ、肥料、仏壇、風呂釜、ブロック、ボイラー、ホイール
キャップ、薬品類、浴槽、レンガ、オイルヒーター、珪藻土マット、FRP製品及び熊野町外で発生したごみ（悪質な持込みや不法投棄されたごみは、警察に捜査を依頼しています。）

町では処分できないごみ（販売店・許可業者（裏面「熊野町内許可業者」参照）・廃棄物処理業者に相談してください）

不法投棄とは、決められた場所以外に廃棄物（町で処分できないごみも含む）を捨てることを言います。
個人が空き缶やたばこの吸殻、弁当ガラなどを捨てた場合も、不法投棄に入ります。
不法投棄が行われると、川や海や山などの自然環境が汚染され、私たちの健康や生活環境に悪影響を及ぼします。
不法投棄は犯罪です!      
不法投棄の行為者へは5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金またはその両方が科されます。（法人が行為者の場合は罰金
が3億円以下になります。）
◎ごみステーションであっても、正しく分別されていないごみ、正しい収集日に出されていないごみ、事業所が出したごみは、不法投棄となります。

すべて「不要」と表示する

●台所ごみ等は水気をよく切って出す。
●草類（落ち葉や庭の雑草等）は1回2袋以内で出す。
●束にまとめられた枝木は収集しません。（直接搬入の方法については、裏面『植木の枝』をご覧ください。）
●一時多量ごみは環境事務所、安芸クリーンセンターに直接搬入してください。
●中身が見えないような二重袋にするのはやめてください。
●「　 　プラ」、「可燃ごみ」どちらに入れて良いか迷うものは、「可燃ごみ」で出す。

●紙類にセロファン、ビニールやカーボン紙、アルミ箔等が付着していたら必ず取り除く。
●牛乳パックは中をよく洗い開いて紐で縛って出す。
●酒パック等は注ぎ口等　  プラ部分を切り取り、牛乳パックと同様にして出す。

埋立ごみはまとめて透明で丈夫な袋に入れて「埋立ごみ」と表示する
●刃物や割れもので収集時に危険なものは紙等に包んでから袋に入れる。
焼却灰は透明で丈夫な袋に入れて「灰」と表示する。
●水で濡らして袋に入れる。

●蛍光管は購入時の箱に入れれば袋に入れなくても良い。
●割れた蛍光管は紙に包み透明な袋に入れる。
●乾電池はセロハンテープ等で巻かず、そのまま袋に入れる。

●ガラスびんは色別にしないで透明な袋で出す。
●中に吸いがら、紙くず等があれば必ず取り除く。
●びん類（化粧品びんを含む）、飲料缶は必ず洗い、キャップを取り、分別して出す。
●飲料缶以外の缶（缶詰の缶、ミルク缶等）は、中身を空にし、必ず洗って出す。
●スプレー缶は必ずガス抜き等処理をして出す。
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分　類収集日 小　分　類 具体例（詳細は裏面「ごみの分別50音表」をご覧ください。）
●台 所 ご み
●木　く　ず
●不再生紙くず
●下　着　類
●草　　　　類
●そ　の　他

●ガ ラ ス 類
●せともの類
●そ　の　他
●焼　却　灰

●新　聞　紙
●広 告 チ ラ シ
●本 ・ 雑 誌

●ダンボール
●厚　　　紙

●牛乳パック類
●古　　　　着
●ペットボトル
●　　 プ 　 ラ

●ガラスびん
●飲　料　缶
●金　　　　属

●乾　電　池
●蛍　光　管
●体　温　計

●家　具　類
●寝　具　類
●そ　の　他

●白色トレイ、発泡スチロールで、汚れの取れないものは可燃ごみで出す。
●発泡スチロールは、透明な袋に入れる。（紐で縛った状態で出さない）
●ペットボトルは、キャップ・ラベルを取り、洗って乾かして出す。
●キャップ・ラベルはプラに分別して出す。

ペットボトル、　プラ類は別々に透明な袋に入れる
古着は乾いたものを紐で十字に縛り、晴れた日に出す

●台所ごみ ●下着類 ●靴
（安全靴を除く）

●紙おむつ
（汚物はトイレで処理）

●ぬいぐるみ
（30cm以下のもの）

●CD・DVD

●束の枝木

●落ち葉●使い捨てカイロ
●使い捨てライター
（中身を使い切る）

●ガラス

●植木鉢

●包丁・はさみ

●せともの ●花瓶

●電球

●食器類

埋
立
ご
み

灰

●焼却灰●焼却灰

●新聞紙
（チラシをまぜない）

●牛乳パック類
（アルミコーティング無）

●ダンボール
（厚紙をまぜない）

●本・雑誌

●古着

●広告チラシ

●厚紙 ●ペットボトル●ペットボトル
（キャップ・ラベルを取って）

プラマーク

プラ●

プラスチック製容器包装

●金属

●乾電池 ●蛍光管
●体温計、温度計
（水銀式）

紙類は小分類ごとに十字に紐で縛り、雨の日には出さない。
ビニール袋に入れて出さないでください。

●家電製品類

（ ）

必ず袋に「埋立ごみ」、「焼却灰」の表示をしてください。

すべて透明な袋に入れる

小分類ごとにすべて透明な袋に入れる

小分類ごとにすべて透明な袋に入れる

火 木木木水月月 水 水 金火 金 金 木

月・木 火・金火・金火・金火・金火・金火・金 火・金 月・木 月・木月・木 月・木 月・木 火・金

5月1日㈮ 4月27日㈪4月27日㈪4月27日㈪な　し4月30日㈭な　し な　し な　し な　しな　し な　し な　し 4月27日㈪

3回目の水 3回目の水3回目の水3回目の水3回目の月3回目の水3回目の木 3回目の月 3回目の金 3回目の火3回目の金 3回目の火 3回目の火 3回目の水

6月 5日㈮ 4月20日㈪4月20日㈪4月20日㈪4月16日㈭4月16日㈭6月10日㈬ 6月18日㈭ 5月19日㈫ 5月13日㈬4月 1日㈬ 5月27日㈬ 5月27日㈬ 4月20日㈪

9月 4日㈮ 7月 6日㈪7月 6日㈪7月 6日㈪7月16日㈭7月16日㈭9月 9日㈬ 9月24日㈭ 8月18日㈫ 8月 5日㈬7月29日㈬ 8月26日㈬ 8月26日㈬ 7月 6日㈪

12月 4日㈮ 10月 5日㈪10月 5日㈪10月 5日㈪10月29日㈭10月29日㈭12月 9日㈬ 12月17日㈭ 11月10日㈫ 11月18日㈬10月21日㈬ 11月25日㈬ 11月25日㈬ 10月 5日㈪

3月 5日㈮ 1月25日㈪1月25日㈪1月25日㈪1月21日㈭1月21日㈭3月24日㈬ 3月11日㈭ 2月 9日㈫ 2月 3日㈬1月13日㈬ 2月17日㈬ 2月17日㈬ 1月25日㈪

家電4品目（エアコン、テレビ、
冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾
燥機）及びパソコンを除く（具
体的な処分方法は裏面「家電
4品目及びパソコンの処分方
法について」をご覧ください。）

●オールプラ
ハンガー

●割れた蛍光管

●傘

●ふとん●ふとん ●シーツ●シーツ

●たんす

●衣装缶●衣装缶

●ソファー ●自転車●自転車

●ポリタンク

●カバン

●ゴルフ用品●ゴルフ用品

な　し な　しな　し4月30日㈭ 4月28日㈫ な　し な　し な　し な　し 5月7日㈭ な　し な　し な　し な　し臨時収集日

●電子レンジ●電子レンジ
●家電4品目・パソコン除く電化製品類●家電4品目・パソコン除く電化製品類

●衣装ケース●衣装ケース

不
要

●レコード

収 集 日

臨時収集日

な　し な　しな　しな　しな　しな　しな　し な　し な　し な　しな　し な　し な　し な　し臨時収集日

な　し な　しな　しな　しな　しな　しな　し な　し な　し な　しな　し な　し な　し な　し臨時収集日

地 区 名

収 集 日
地 区 名

収 集 日
令和８年度

収 集 日
令和８年度

地 区 名

平 谷09 東 山14柿 迫13神 田12貴 船10川 角08呉 地01 出来庭02 中 溝03 城之堀05萩 原04 初 神06 新 宮07 石 神11

平 谷09 東 山14柿 迫13神 田12貴 船10川 角08呉 地01 出来庭02 中 溝03 城之堀05萩 原04 初 神06 新 宮07 石 神11

平 谷09 東 山14柿 迫13神 田12貴 船10川 角08呉 地01 出来庭02 中 溝03 城之堀05萩 原04 初 神06 新 宮07 石 神11

平 谷09 東 山14柿 迫13神 田12貴 船10川 角08呉 地01 出来庭02 中 溝03 城之堀05萩 原04 初 神06 新 宮07 石 神11

平 谷09 東 山14柿 迫13神 田12貴 船10川 角08呉 地01 出来庭02 中 溝03 城之堀05萩 原04 初 神06 新 宮07 石 神11

平 谷09 東 山14柿 迫13神 田12貴 船10川 角08呉 地01 出来庭02 中 溝03 城之堀05萩 原04 初 神06 新 宮07 石 神11

地 区 名

地 区 名

収 集 日
地 区 名

●飲料缶（飲料缶以外をまぜない）
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4月 3日㈮ 4月13日㈪4月13日㈪4月13日㈪5月14日㈭5月14日㈭6月24日㈬ 6月11日㈭ 5月26日㈫ 5月20日㈬4月22日㈬ 6月 3日㈬ 6月 3日㈬ 4月13日㈪

7月 3日㈮ 7月27日㈪7月27日㈪7月27日㈪8月27日㈭8月27日㈭9月30日㈬ 9月 3日㈭ 8月 4日㈫ 8月19日㈬7月15日㈬ 9月16日㈬ 9月16日㈬ 7月27日㈪

10月16日㈮ 10月26日㈪10月26日㈪10月26日㈪11月26日㈭11月26日㈭12月23日㈬ 12月 3日㈭ 11月17日㈫ 11月 4日㈬10月 7日㈬ 12月16日㈬ 12月16日㈬ 10月26日㈪

1月 8日㈮ 1月18日㈪1月18日㈪1月18日㈪2月 4日㈭2月 4日㈭3月17日㈬ 3月25日㈭ 2月16日㈫ 2月24日㈬1月27日㈬ 3月10日㈬ 3月10日㈬ 1月18日㈪

●ガラスびん

水 水水水月水木 月 金 火金 火 火 水収 集 日

キャップ

ラベルペットボトル

●カーテン●カーテン

●日常家庭生活で使用した可燃、埋立、資源、有害ごみのいずれの分類に該当しないごみ。
●小さいものでも、金属やガラス、プラステックなど複数の素材でできているものは大型ごみです。
●ハンガー（オールプラ以外）等は種類ごとに紐でしばって出す。
●家電製品はコードは切り、紐でしばって出す。
●照明器具は電球、蛍光灯をはずし器具のみを出す。
●畳は半分に切り、一回に6畳分以内で出す。
●乾電池が内蔵されているものは必ず乾電池を取り外して出す。
●灯油等中身が残っているものは必ず抜き取って出す。
●寝具類、カーテン、カーペットは、雨の日には出さない。
●購入時の箱等には入れず、大型ごみのみを出す。

広島市安芸消防署
熊野出張所
広島市安芸消防署
熊野出張所

熊野黒瀬
　  トンネル
熊野黒瀬
　  トンネル

第一小学校第一小学校

役場

東中学校

阿戸別れ交差点

環境事務所環境事務所

自動車学校

東広島市
黒瀬町

悪天候時のごみ出しは大変危険ですので、可能な限り各家庭にてごみを保管いただき、次の収集日にお出しください。

熊野町内の家庭及び事業所から生じたごみだけ搬入できます。
（ただし町では処分できないごみ、産業廃棄物、町外から持ち込まれた事業ごみは除く。）


